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衆院選 消費税減税実現のチャンス  

一律５％減税が最も効果的 
 衆院選も最終盤にさしかかりました。消費税減税が最大の争点になっています。減税に背を向け続けて

いた高市首相も「飲食料品のゼロ％（２年間）」を言い出しました。野党も「チームみらい」を除いて減

税・廃止を公約にかかげています。長引く物価高の中で「せめて食料品の消費税をなくしてほしい」との

声が聞かれます。「なくす会」はその声を受け止め、消費税一律５％減税への共感と飲食料品ゼロ％の問

題点を知らせることを呼びかけています。飲食料品ゼロ％（免税）はどんな問題があるのでしょうか。 

食商品ゼロ％の問題点 
その１ 価格が下がる保証はない 

消費税は事業者が売り上げにかかった８％分の消費税をそのまま納めてい

るわけではなく、売り上げにかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し

引いて計算します（仕入れ税額控除）。消費税法には消費税分を価格に転嫁

する規定はなく、価格に転嫁するかどうかは事業者の判断です。消費税は

「対価の一部」であることから、飲食料品の消費税がゼロ％になっても事業者は価格を下げる義務はなく、

価格が下がる保証はないということです。 

その２ 飲食店（法人）の納税額が１・５倍に 
食料品の消費税がゼロ％になれば、

売り上げには１０％の消費税が課税さ

れる一方、仕入れにかかる消費税はゼ

ロになるので、納税額が増えます。法

人決算の収支決算書から計算すると本

則課税で申告した場合、納税額は１・

５倍に増えます（左表）。 

その３ 消費税が「還付」企業を増やし不公平と

分断を広げる 
 トヨタ自動車など輸出大企業は消費税を１円も納めていないば

かりか、毎年莫大な還付金を受け取っています。食料品の消費税

がゼロ％になれば、食品メーカーは売り上げにかかる消費税はゼ

ロになり、食料品以外の原材料や設備などの仕入れには１０％の

消費税が課税され、仕入れ税額控除ができるため、還付されるこ

ともあります。右の表は、湖東京至税理士が試算した食品メーカ

ーの還付金額です。 

その４ インボイス制度廃止が遠のく 
 政府はインボイス制度を導入する目的は「複数税率の下で適正

な課税をするため」を口実にしています。軽減税率８％と標準税

率１０％の二つの税率の下でも帳簿方式でも何も問題がありませ

んでした。飲食料品ゼロ％が加わって三つの税率になると「ます

ますインボイスが必要だ」と口実に使われ、インボイス制度の固

定化につながりかねません。 



一津５％で年間１２万円の減税 
食料品ゼロの２倍の効果 

 物価高は飲食料品だけでなくトイレットペーパーや洗剤などの日用品や衣類なども値上がりしています。

平均的な勤労世帯は、飲食料品をゼロになった場合は年間６万円の減税しかなりませんが、一津５％減税に

なれば年間の減税額は１２万円と２倍になります。 

財源が最大の争点 
  

 

 

 

 

消費税廃止するには３４兆円の財源が必要です。

「なくす会」は消費税の廃止をめざしつつただちに一

律５％への減税を求めています。必要な財源は１６兆

円ほどです。国債を発行するのではなく、大もうけを

上げている大企業や超富裕層を優遇している不公平な

税制をあらためれば財源は確保できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

消費税減税を実現するため 

会報「ノー消費税」の読者を増やし 

減税公約議員の支持を広げましょう！ 


